
　平成２０年に「独立行政法人日本原子力研究
開発機構法」（以下、「原子力機構法」）が改正
され、これにより原子力機構を含め国内の大
学、研究機関、民間企業等で発生する、もし
くは過去発生した多種多様な低レベル放射性
廃棄物の埋設処分実施主体を原子力機構とす
る事が明確に位置付けられました。すなわ
ち、従来は保管するしか手立てがなかったも
のを埋設処分出来る道筋がつけられた訳で、
大学・事業者等にとっては大きな光明となっ
ています。
　弊社は約２０年前にイオン交換法によるウラ
ン濃縮研究を終了しましたが、その際研究施
設で発生した廃棄物を保管しています。保管
にあたっては、日常点検、行政・地区等への
報告などで問題の無いことを常に確認してい
ますが、東日本大震災を考慮し自然災害への
対応見直しを再検討中です。また、何世代に
も亘って確実に継承させる為、後継者の育

成、教育が重要であり、弊社だけでなく民間、
大学などの保管者は常にこれらに対して細心
の注意を払っていかねばなりません。
　また、埋設処分を行うには、重要な前工程
が必要になります。それは埋設のために、廃
棄物を適切な形態に加工する、いわゆる「処
理」工程です。今回、������がこの「処理」
の事業主体として種々の検討を開始されまし
たが、今後は、改正原子力機構法のもと処理・
処分が速やかに実行されることで、国内に分
散された形で保管されている低レベル廃棄物
が一ヶ所に集中され、適切な「処理」を通し、
より安全かつ安心な「埋設処分」が可能とな
ります。
　������におかれては、是非とも関係官
庁・行政との協力を得て処理事業の早期実現
にご尽力頂けることを期待しております。
　最後に、今回の東日本大震災で被災された
皆様の一日も早い復興を祈念致します。

Nov.2011  No.89

旭化成株式会社　　　　　　
常務執行役員　山添　勝彦

研究施設等廃棄物の処理・処分への期待



ＲＡＮＤＥＣニュース目次

第��号（����年���月）

���　研究施設等廃棄物の処理・処分への期待
旭化成株式会社　　　　　
常務執行役員　山添　勝彦

第２４回原子力施設デコミッショニング技術講座の開催　��………………………………………�１
情報管理部

��　「放射性物質汚染対処特措法」について　��…………………………………………………�４
専務理事　森　　久起

�������������	
����

　１．平成２３年度廃棄物事業推進協力会総会の開催について　��………………………………�５
企 画 部

　２．研究施設等廃棄物の物流システム事業状況ご説明会　�…………………………………�６
物流システム事業準備室　事業計画部

　３．平成２２年度�廃止措置終了確認に関する調査　��……………………………………………�７
情報管理部

　４．米国リッチランド低レベル処分場への調査協力　�………………………………………�８
技術開発部

������

　１．放射性可燃物の焼却設備運転実績　�………………………………………………………�９
東海事務所長　安念　外典

　２．ベルゴニュークリアーの���施設の廃止措置現状　��……………………………………�１３
パートナーズ・ネットワーク会員　梶谷　幹男

　３．セメント系材料を用いたサバンナリバー炉の原位置デコミッショニング　�…………�１６
物流システム事業準備室�事業計画部　泉田　龍男

　４．英国セラフィールド廃棄物サイロの廃止措置　�…………………………………………�２０
物流システム事業準備室�設備準備部　秋山　武康

　５．原子力発電所の廃止措置最新情報　�………………………………………………………�２３
情報管理部　榎戸　裕二

�������	�……………………………………………………………………………………�２８
�������…………………………………………………………………………………………�２９



－　１　－

第24回原子力施設デコミッショニング技術講座の開催

情報管理部

　第２４回原子力施設デコミッショニング技術講座が平成２３年１０月２７日東京赤坂三会堂ビルで開
催されました。今年の講座では、東日本大震災、特に未曾有の原子力事故の影響を受けた福島の
方々とその地域への支援活動、汚染状況調査や除染等環境回復への活動、さらには福島第一原子
力発電所の安定的収束について同じ事故レベル７のチェルノブイリ原子力発電所における安全
確保活動の最新情報の紹介等を中心に講座を企画しました。昨年とほぼ同数の約８０名の参加を
頂き成功裏に開催することができました。以下に、各ご講演の概要を紹介します。

　最初の講演では、日本原子力研究開発機構
（以下、「����」）の福島支援本部の白鳥次長
が３月１１日の大震災発生後直ちに����が原
子力災害特別法に基づく指定公共機関として
対策本部を設置し、国や自治体への支援を開
始したこと、発電所の事故収束と発電所外の
環境修復に向けた中長期的課題対応のために
５月６日に福島支援本部を設置し、さらに８
月３０日には福島市に事務所を設置し、以来
����の人材、機材、機能を総動員し国（原
子力安全委員会含む）、自治体、東京電力の要
請に応じて活動を行っていることが報告され
ました。さらに、被災者の方々への健康相談
や内部被ばく測定、環境モニタリングと
������適用、事故関連解析・評価、国内外
機関への協力対応、また、発電所事故収束へ
の支援では、長期の安定冷却への技術検討支
援、中長期的な廃止措置への課題検討、不足
している放射線管理要員の教育・研修、汚染
分布詳細マップの作成、除染マニュアル、��
除去技術開発試験を実施している、こと等が
紹介されました。

　第２の講演は、チェルノブイリ原子力発電
所４号炉の事故について、旧ソ連が４号炉の
安全確保を図った石棺（��������	
�）の現
在の内・外部の状態と安全上の課題について、

また、石棺の安定化のための発電所サイトの
「環境安全状態への移行に係わる国際共同作
業」（新シェルター建設）の経緯と現状につい
て、ドイツの��������	
��の���であるモ
リトー氏をお招きしてお話し頂いた。氏は、
��のチームの責任者として今日まで指導的
役割を果たされている。４号炉では、燃料の
多くが放出したが約４割が石棺内にまだ残留
し不安定な化学物質となっていること、原子
炉建屋は大きく損壊し構造強度を有していな
いこと、作業性が極めて悪く、かつ燃料を含
む高い放射能に晒されていること等から、通
常の廃止措置のシナリオは適用できず、建屋
と作業者の安全が確保できないため、蒲鉾型
シェルター（ドーム）で４号炉全体を覆い密
閉した上で、シェルターに備えた遠隔重機に
より解体、廃棄物回収する方法を考案した、
とのことである。氏は先週サイトを視察し、
シェルター建設現場、完成した使用済燃料中
間貯蔵施設、固体並びに液体廃棄物処理施設
及び廃棄物貯蔵施設を視察された時の様子を
事故の特徴とともに参加者にも分かりやすく
説明されました。

　東京大学大学院の森口祐一教授の特別講演
では、資源の効率的利用により高い生産性を
あげ持続可能な経済社会を実現するという、
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「循環型社会」の中での「社会経済システム」に
おける循環と「自然環境」における循環の相
互的な係わりについて図を用いてまず説明さ
れ、その環境科学的研究の進め方のポイント
を示されました。「循環型社会」のさらなる取
り組みを進めようとしている中で発生した東
日本大震災と福島第一原子力発電所の事故は
対応困難な廃棄物処理問題を発生させた。岩
手、宮城、福島の瓦礫発生量は津波で運ばれ
た堆積物を含めると４～５千万トンと推定さ
れるが、再生利用を含め既存の１０分類に分別
され処理・処分される。その完了は環境省の
マスタープランでは平成２５年となる、との予
定が示された。重要なことは、放射性物質で
汚染した廃棄物に関しては、本来の「社会経
済システム」に入れてはならない放射性物質
が大量に入り込み、放射性物質の「循環」が
生じた結果、「循環型社会」が目指す物質循環
とはかけ離れたものとなってしまったことで
ある。現在、これに対応するため放射性物質
汚染対処特措法ができ、従来、法体系にな
かった一般環境中の放射性物質の枠組みが整
備された。土壌汚染、産廃処理上での汚染、
焼却灰の放射能、又�����＊の問題、市民の
協力の必要等難題が山積している、こと等
生々しい現実のご紹介がありました。

　次に、日本原燃（株）（以下、「����」）六ヶ
所ウラン濃縮工場における金属胴遠心機等の
クリアランス計画について日本原燃の小島濃
縮計画部長から講演を頂きました。同濃縮工
場の概要、機器設備の廃止措置に至った経
緯、操業を行いながら遠心機を交換・更新す
ること、更新に伴いこれまでの運転廃棄物及
び解体に伴い発生する主に金属廃棄物の処理
方法（処理設備の整備含む）が示されました。
現在、濃縮度の異なるウランが付着している
部材のクリアランス値の算出、遠心機に付着

するウラン化合物の回収方法、２万トン以上
の金属廃棄物の保管計画、遠心機の分解・分
別、除染（化学、物理、溶融）技術、放射能
測定手法、国による確認及び再利用方法等の
詳細検討が行われ、２０２０年頃から本格的に解
体・除染、クリアランスを行うことにしてい
ることが報告されました。

　引き続き注目技術２件の紹介に入り、ま
ず、新潟県長岡市に本社のあるマコ―（株）殿
から「デコミッショニングにおける解体・除
染技術の可能性」という題目で一般産業、特
に自動車産業で多用されている同社のウエッ
トブラスト除染技術（洗浄、研磨、研削を同
時に行う）について講演頂きました。技術の
原理、内容、各種材料に対する除染性能試験
結果と実績、システム構成及び装置概要等の
詳細な紹介がなされました。現在、適用範囲
を大型対象物及び小型対象物の大量処理へ拡
大させ、同時に自動化、省力化を進めている
こと、「ふげん」の廃止措置において除染技術
として適用されていることが紹介されまし
た。本技術は廃止措置、特に福島第一の廃炉
においては汚染された機器表面の有効な除染
技術として発展させることが可能と思われる。
　二つ目の注目技術は大阪府のエスアール
ジータカミヤ（株）殿から「デコミッショニン
グにおける仮設設備・機材の活用について」
というテーマで講演頂きました。建設用仮設
機材・環境機材の開発・販売・レンタル等を
事業内容とする同社は、次世代の架設機材、
環境機材への挑戦として、架設工事の安全
性・省力化・作業効率及び防災・災害復旧、
環境対策用に新たな仮設設備の開発に取り組
んでいる。例として、昇降装置を備えたユ
ニット式の重量支柱、移動式足場、機器搬送
可能な吊足場、法面工事足場自在設計皮膜
ドーム、水嚢型簡易膨張ダムシステム等の適
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用実績が紹介されました。これらは、原子力
施設内外で建物の養生や解体・修理作業、解
体撤去や据え付け作業、簡易作業エリアの設
置、仮設防水堰としての利用が可能であるこ
と、が示されました。

　次に、当財団安念東海事務所長が先般制定
されたウランの取扱施設におけるクリアラン
ス制度について、これまでの経緯、技術的背
景、ウランの特徴等も含めて説明致しまし
た。主としてウランに汚染された金属廃棄物
について制度化が図られたこと、ウラン系廃
棄物と原子炉廃棄物との相違、発生量と種
類、クリアランス判断のフロー、クリアラン
ス確認手続きの基本的な方法と内容の説明を
した後、わが国では主に����の人形峠や
����の濃縮プラントの他、全１３施設が主な
廃棄物の汚染源であること、クリアランス実
施上の留意点、特に評価単位の設定、放射能
濃度の決定法、各測定機器と測定方法の特
徴、クリアランス判断方法について学会標準
等も含め最新の情報を紹介しました。

　最後に、当財団の物流システム事業準備室
の室井技術部長から、平成２０年から２２年度の
３カ年間の研究施設等廃棄物の物流システム
事業化準備に引き続き、本年度から２年の予
定で進める物流システム事業準備の業務の内
容が紹介されました。この２年では、事業計
画と立地活動を中心に物流システム拠点設備
の詳細検討及び拠点の立地の適地調査を進め
ること、埋設施設での廃棄体の適合性評価に
は放射能情報の整備が必要で研究炉、ホット
ラボ、使用施設での核種濃度評価手法の整備
を進めること、また、ウランの定量方法の開
発を継続し、数����のレベルでの精度の確
立を目指す。その他、放射能以外の一般情報
も膨大であり、廃棄物の発生から埋設までの
履歴管理を可能とするデータベースシステム
の整備を図る予定である、ことが示された。

　最後に当たり、本講座のために貴重な資料
を準備頂いた講師の方々に御礼申し上げます。

＊�����：��������	�
�������
　（自分の裏庭にはあって欲しくない！）
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専務理事　森　　久起
（環境省　環境回復検討会委員）

解説　「放射性物質汚染対処特措法」について

　この特措法は、正式には、「平成２３年３月１１
日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
子力発電所の事故により放出された放射性物
質による環境の汚染への対処に関する特別措
置法」という長い名前の法律です。議員立法
によって、８月２６日に衆参両院において成立
し、来年１月１日に施行させることとなって
います。未曾有の災害と事故に見舞われてい
る方々の安全を確保し、不安を払い、避難さ
れている１５万人余の住民の方々の早期の帰宅
を実現させることができるようにスピード感
を持って対処することが求められています。
　この法律の特徴は、
１）国には原子力政策を推進してきた社会

的責任がある。
２）福島県のみならず、汚染されている都

道府県も法律の対象となる。
３）環境省が、主管省庁として、汚染対処

基本方針と基準を策定する。
４）災害廃棄物（瓦礫等）のうち、汚染さ

れたものは国の責任で処理する。
５）汚染土壌等の除染は汚染が著しい地域

は国が、それ以外の地域は自治体が、
実施計画を策定して除染等を実施す
る。

６）汚染廃棄物等の処理処分に必要な施設

は国が整備する。
７）国は費用の財政措置を実施し、原子力

損害賠償法により東電が負担する。
であります。
　環境省では、災害廃棄物に対しては災害廃
棄物安全評価検討委員会で、除染等に対して
は環境回復検討会で、或いは合同検討会で、
除染地域の指定基準、除染基準、除染土壌等
の収集・輸送・保管・処分に関する基準、基
本方針について審議検討を重ねています。環
境回復検討会には、当財団より森が参画し、
原子力と環境とを繋ぎ、わが国の総力を結集
して対処するように貢献しています。
　１０月１７日には、基本方針骨子案がパブコメ
にかけられ、１１月１１日に閣議決定がなされま
した。来年１月以降は、今年度３次補正、２４
年度以降の予算を用いながら除染や瓦礫処理
が行なわれます。
　それまでの間は、２３年度２次補正予算を用
いて、福島県下１２市町村を対象としたモデル
事業が行なわれます。
　福島県に限らず、千葉県、栃木県なども含
めた広範な地域に渡っていることから、様々
な分野の方々が参画して、スピード感を持っ
て行なうことによって、被災地域のコミュニ
ティ維持を図っていく必要があります。
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RANDECの事業・活動に関する近況報告

企　画　部

�������	
�����������������

　平成２３年度廃棄物事業推進協力会（以下、
「協力会」という。）の総会が平成２３年７月２９
日に開催されました。協力会は平成１３年より
我が国における��・研究所等の廃棄物の処
理・処分事業（以下、「廃棄物事業」という。）
の円滑な推進に資するために廃棄物事業に関
する当財団法人の諸活動等にご協力、ご支援
を頂くとともに、所要の情報交換を図ること
を目的として設置し、活動を続けてきており
ます。

　総会では、協力会会長である当財団の菊池
理事長の開催の挨拶に引き続き、日本原子力
研究開発機構（以下、「原子力機構」）埋設事
業推進センターのセンター長大澤正秀様か
ら、平成２０年度の法律改正により低レベル放
射性廃棄物の埋設処分事業の実施主体となっ
た「原子力機構」が、国の基本方針を受けて

平成２２年度の実施計画に基づき実施した「研
究施設等廃棄物埋設事業の進捗状況」の主な
内容として、埋設施設の概念設計、立地基準
及び立地手順の策定、総費用の精査、輸送・
処理に関する計画等の取り組み状況が報告さ
れました。
　当財団からは大学・民間等廃棄物の物流シ
ステム事業の準備状況について、「原子力機
構」の埋設処分事業の進捗を踏まえ、鈴木物
流システム準備室課長より平成２０年度から進
めてきました大学・民間等の研究施設廃棄物
の集荷・保管・処理等の物流システム事業化
調査の総括報告と共に、２３及び２４年度の２年
間で行う予定の物流システム事業準備とし
て、事業計画策定、設備準備検討、処理施設
設計のための廃棄物データ整備、管理運営体
制等について報告を行いました。
　また福島第一原子力発電所事故に対する当
財団の活動として、健康相談ホットラインへ
の参加、福島環境回復プラン提案等知見の活
用、マスコミへの情報提供等についても報告
しました。
　総会には、３７社５１名という多くの方々の参
加があり、熱心な意見交換が交わされまし
た。また総会に引続いて行われた懇親会では
協力会員相互の交流が図られました。
　今後とも皆様方の一層のご支援、ご協力宜
しくお願い致します。

�������	
���
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物流システム事業準備室　事業計画部
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　������では、大学・民間等の廃棄物を対
象に、廃棄物を集荷、開梱・分別して埋設用
廃棄体の製作を行う事業化（物流システム事
業）の調査を平成２０年度から進めてきました。
この調査結果に基づき、事業主体として事業
の準備を平成２３年度から開始いたしました。
今回、研究施設等廃棄物を保有する大学・民
間等の事業者の皆様に、������が事業主
体として事業準備を開始すること、具体的な
事業準備内容と今後の計画、等をご説明する
とともに事業者の皆様からご意見を頂く「研
究施設等廃棄物の物流システム事業状況ご説
明会」を開催いたしました。平成２３年８月３１
日に廃棄物発生事業者４７社、５７名のご参加を
頂きました。������より、
①事業開始準備について
②今後の準備計画

③文科省委託事業「低レベル放射性廃棄物
の放射能濃度評価方法の開発」
④廃棄物データ調査の状況と今後の計画
⑤研究施設等廃棄物の処理委託の確認につ
いてご説明いたしました。特に処理委託
の確認については、今後の物流システム
事業を進める上での根幹となることをご
説明しご回答を頂くことと致しました。
１１３事業者にご案内し、現時点で回答９１
社、内６２社から処理委託意志の回答を頂
いております。

　今回は、物流システム事業に対する発生事
業者からの期待と同時に福島事故の影響を心
配する意見が多く出された説明会でした。今
後も発生事業者の皆様への説明会を継続し、
情報発信に努めて参ります。

�������	
�
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情報管理部

��������	
������������

（１）多くの国が、����等の国際機関のクリ
アランス及びサイト解放の技術報告に基づく
安全指針等の基準を自国の規制に取り込み、
国際的に整合性を持つ規制・指針等の作成・
遵守を図っている。原子力先進国では、独自
の規制体系を持つが、基本的には現実的なサ
イト解放の数値レベルを目指している。
（２）ドイツでは、サイトの解放を直接的に規
定する法律、省令、規則は無い。サイト解放
は土地のクリアランスとされ放射線防護令が
規定する。そのレベル（安全基準）は１０μ
����である。２０１０年１０月までに、４基の原子
力発電所（���：グロスヴェルツハイム、
�����：グンドレミンゲン、���：ニーダー
ライヒバッハ及び���：カールバック）の規
制解除と���（グライフスヴァルト）サイト
の部分解放が実現した。ドイツでは、サイト
の「無拘束解放」が基本であるが、「制限付解
放」の議論もある。国際機関の推奨する安全
基準（３００μ����）も排除していない。
（３）安全基準である１０μ����の導出に関し
ては、主にドイツの��２７１１文書（「原子力施
設の廃止措置－原子力サイト地面のクリアラ
ンス－��２７１１計画に対する最終報告書」２０００

年１１月１１日改定）及びアメリカの���の
������に関する当該文書を参考にドイツ
のシナリオとその条件、計算式等を調査し
た。基本的に���で作成され、国際機関でも
使用されている������コードをドイツも
使用しサイト解放レベルの導出が行われてい
る。

　本調査から主要国を含め多くの海外諸国で
は自国の廃止措置規制及び安全基準を決める
際には、����等の国際的な安全規制にかか
わるガイドラインや推奨文書との整合性を図
りつつ、被ばくシナリオの選定では、国情に
応じた対応を図ろうとしている。ドイツの廃
止措置終了に係わる活動の実績と情報を中心
とするこれらの調査結果は、わが国の今後の
サイト解放に係る規制、技術基準や指針の策
定検討に資するものである。

　本報告は、平成２２年度�独立行政法人�原子
力安全基盤機構殿の委託業務として（財）原
子力研究バックエンド推進センターが実施し
た調査の成果の一部を機構殿の許可を得て紹
介するものである。

　原子力発電所等の廃止措置終了確認に係る規制制度の検討が国の廃止措置安全小委員会にお
いて行われてきたが、今後は、サイト解放の技術基準やガイドラインの策定が必要となってい
る。このため海外諸国の規制制度、とりわけ、廃止措置実績のあるドイツについて具体的な情報
が求められている。このため本調査では、（１）３つの主要国際機関（�������、��������、
����）や海外諸国のサイト解放規制の体系と最新動向調査、（２）ドイツのサイト解放の実例
調査、（３）ドイツのサイト解放に関する解析手法の調査、を行った。以下に得られた成果の概
要を記す。
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技術開発部
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　新金属協会殿が中心となって、ウラン核種
で汚染した廃棄物の処分の実態調査を目的と
して、米国の低レベル放射性廃棄物処分場の
一つであるリッチランド処分場を訪問した。
　処分場を含む同地域は���が原子力開発
研究の拠点として利用してきた場所であり、
原子力炉、再処理施設等の原子力施設が数多
く設置されている。既に中止又は廃止された
施設も数多い。同地域（約５８６����２（約１５１７��２））
に居住することは認められていない。入るに
も許可が必要になる。そのほぼ中央に、今回
訪問する処分場がある。
　当処分場は、ワシントン州が���から借地
し、それを��������	
社に運営させているも
のである。当該処分場には、コンパクト州で
ある１１州（オレゴン、�ワシントン、アイダ
ホ、�モンタナ、ワイオミング、ユタ、アラス
カ、ハワイ、ネバタ、コロラド、ニューメキ
シコ）からの低レベル廃棄物、５０州からの
����廃棄物、���又は���の免除廃棄物、
����廃棄物、������廃棄物が受け入れ
られている。
　トレンチ処分地は盛土になっているだろう
と想像していたのだが、全く平地であって他
と区別ができない。バスでその上を走って来
たと言われても気がつかなかった。
　廃棄物は、事業者から持ち込まれた順でト
レンチに置いていくためか、整然と種類毎に
分別した様子はない、自由に置いてあるとい
う印象である。標識、色、形状も指定されて
いない。唯、容器全体が丈夫なものは下に配
置し、そうでないものは上に置くという原則
があり、廃棄物の内容によってどちらかに分
けている。
　この処分場に、燃料加工工場からのウラン

廃棄物の他、少量の金属ウラン等も処分され
ているとのことである。ウランに係る規制と
して、�２３８及び�２３４について総量規制注１が、
�２３３、�２３５については臨界を防止するため
に容器１個ごとの濃度規制がある注２。
　これらの規制を守るために、受け入れ時の
検査としては、外表面からの放射線サーベイ
と、抜き取り率１�１０での開梱検査のみであ
るとのことである。契約先と信頼関係にある
から、契約で確認しておけば十分であるとの
説明であった。不心得者の存在や人はミスを
犯すこと等、契約から外れるケースを想定せ
ず、契約遵守を前提として実施方法を決定す
るところは、さすが契約社会のことはある。
因みに、過去には不心得者がいたそうであ
る。しかし、だからと言って、やり方は変え
ない。国民性だろうか。
　総量規制の話のついでに、�２３８の処分実
績を聞くと、約１５００��に達しており、残りは
１００��との返事がきた。日本でのウラン廃棄
物の処分検討はまだされていないが、仮に１
����の汚染廃棄物を１０万トン処分すること
を考えると、約２．７��の線量に相当するので、
その５００倍以上の量が既に埋設されているこ
とになる。しかし、過去に問題になったこと
はないとのことである。
　米国と日本では、気象、水理、地質、評価
シナリオ等の様々な違いによることではある
が、処分事情の違いを改めて認識した次第で
ある。
注１：総量規制値　�２３８：１５４７．７��、�２３４：

３３５．４��
注２：濃度規制値　�２３３：２００�以下、�２３５：

３５０�以下
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海外技術情報

東海事務所長　安念　外典
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１．焼却設備の運転実績

　���は、１９７１年、研究所の原子力、生物、
医学等のすべての分野から発生する放射性固
体可燃物、連邦州の放射性固体可燃物を焼却
するための設備を設置した。新たに、１９８８年
液体可燃物焼却設備を設置し運転を開始し
た。更に、１９８９年α線放出核種で汚染した固
体可燃物の設備を就役させた。
　その後、可燃物の減少と連邦放出管理法第
１７の条例による要求事項によって、２基の設
備が１９９６年に停止され解体された。このた
め、３基目の設備で、α汚染、β汚染を問わ
ず、固体、液体の両方の焼却ができるように、
１９９５年～１９９７年に改造を行ない現在に至って
いる。設備は週５日で３シフト、１年につき
およそ４０週間運転される。
　これまで、この設備は常に最高水準の技術
を維持してきており、１９９７年以後、２，１５５トン
の固体可燃物及び液体可燃物を処理し、運転
時間４５，０００�、４７．９����の平均スループット
を出している。

２．焼却設備の仕様

　この設備のプロセス技術について、以下に
説明する（図１参考）。

設備は、次のサブシステムで構成される。固
体可燃物の焼却���液体可燃物の焼却���燃焼ガ
スの浄化���灰の除去���流動床乾燥機���放出監
視モニター
１）固体可燃物の焼却

　２００�のドラム缶または他の容器に入った
可燃物が焼却設備の供給ユニットに輸送され
る。そこで、開梱して回転ボックスの下に置
き、装置にドッキングされる。回転ボックス
が１２０度回転し、内容物をベルトコンベヤー
に載せて仕分けボックスに移される。大きな
金属物や液体の充填容器がないかをチェック
し、更に他のベルトコンベヤーに移して非可
燃性の可燃物を選り分ける。その後、可燃物
はスライド装置で上方に輸送されて炉に落と
される。
　供給プロセスは、後燃焼室の酸素供給量と
炉内温度によって調整されている。炉床温度
を均一とするために、蒸気が空気に加えられ
る。炉床で発生する燃焼ガスは、炉上部の第
二空気の給気によって、ほとんど完全に燃焼
される。焼却を完全にするために、一定時間
経過後に炉の上部から純酸素を注入すること
ができる。
　後燃焼室で未燃焼粒子あるいは燃焼中に炉

　ドイツカールスルーエ研究所の除染センター（���）は研究所内外で発生する低レベル放射
性廃棄物を処理する重要な廃棄物管理施設である。処理設備には、３基の可燃性廃棄物焼却設
備を保有し、これまで１６５，０００時間の運転、約４７，０００�３の焼却実績（固体および液体可燃物）が
ある。焼却処理は放射性廃棄物を減容する上で有力な処理法と考えられており、今後も各種類
の可燃性廃棄物の増大が予想されることから、その処理方策検討の一助として、十分な実績を有
する���施設の焼却設備の経験を紹介する。
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内で生じた安定化有機化合物を燃焼する。ま
た、天然ガスの補助バーナによって、連邦放
出管理法第１７条によって要求される８５０℃�以
上の燃焼温度に常に維持される。
　燃焼ガス中の���濃度の削減及び冷却のた
め、還元剤である尿素溶液をミネラルを完全
に除去した水と混合させ、後燃焼室の低部の
位置から注入される。
　炉と後燃焼室内の空気は、����フィルタ
を通してブロワーによる吸い込みによるもの
で、炉と後燃焼室のバーナにも作用する。炉
と後燃焼室の負圧は、５～１０の����の間で変
動する。
　焼却における放射能除去ファクターは、１０７

～１０８です。（可燃物の放射能���排気空気の放
射能）
２）�液体可燃物の焼却

　液体可燃物は移動容器で焼却設備の貯蔵容
器へ移される。分析後、１バッチ当たり３００�
～８００�で焼却される。この時、最低温度は、
供給量にもよるが８５０℃�～１，１００℃�となってい
る。可燃物をポンプでバーナ先端部に送り、
空気スプレーで後燃焼室内に散布する方式で
完全に焼却する。
　固体可燃物と液体可燃物は、同時に焼却す
ることができるようになっている。
３）�燃焼ガスの浄化

　最初に、燃焼ガスはホット・サイクロンを
通過し、そこで粗い塵が除去される。
　次いでベンチュリスクラバーによるクエン
チ作用によって、下流の燃焼ガス温度が低下
し、塵、���、重金属等が分離し、ある程度
浄化される。
　更に、スイッチで切り替えができる２台の
液体サイクロン、ポンプと２台の液体フィル
タによって、汚泥をベンチュリスクラバーか
ら連続的にまたは断続的に取り除くことがで
きる。塩が付加されたスクラバー水は取り出

され、流動床乾燥機の貯蔵容器の１つに排出
される。
　２番目のスクラバーによって、連邦放出管
理法第１７条の規制値内に入るまでに浄化さ
れる（��２を除去する）。スクラバー水の温度
は、冷却装置の熱交換器で低減させるように
なっている。塩が添加されたスクラバー水
は、取り出して、流動床乾燥機の貯蔵容器の
１つに排出される。
　スクラバーを出た湿潤な燃焼ガスがフィル
タに通る時に適正になるようにスクラバー下
流にエアロゾル集塵器が設置されている。
　１０��の高電圧によって、燃焼ガス中の粒
子とエアロゾルが電荷を帯び（コロナによる
チャージ）、それから接地のあるセパレー
ターで分けられる。この集塵器で、１０～
１，０００��の大きさのものを分離することがで
きる。
　温度が下流部で露点以下となるのを防ぐた
めに、燃焼ガスを熱い空気と混合ノズルを介
して混合させるが、電気加熱器で熱すること
ができる。
　プレフィルタ後段に位置する����フィル
タは最後の物質分離を目的とし、分離効率は
およそ９９．９５％である。
　システムの負圧は、主ブロワーで維持され
る。これによって、燃焼ガスをダイオキシ
ン・フィルタ（燃焼ガス浄化システムの最後
の構成要素）へ送る。ダイオキシン・フィル
タは吸着物質で満たされており、フィルタ内
を均一な温度分布とするために、暖房された
室内に設置されている。クロス向流の原則に
基づき、発生したダイオキシンとフランがこ
のフィルタで除去される。そのうえ、��２、
���、��の放出が最小となる。その後、浄化
された燃焼ガスは、高さ７０�のスタックを通
して放出される。
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４）灰の除去

　焼却で発生した灰は、クーラーを介して、
１日につき３回取り出され、更に冷却のため
に除熱ボックスに置かれる。それから、圧縮
用ドラムにバッチで移されるが、除熱ボック
スで一酸化炭素または炭化水素ガスをチェッ
クする。
　後燃焼室とホットガスサイクロンからの灰
は、１週につき１回、除熱ボックスにバッチ
で移される。
　圧縮前の減容率はおよそ８０～９０である（焼
却前の可燃物の容積�灰容積）。圧縮用ドラム
は、���廃棄設備の高圧圧縮システムへ
持って行き、およそ１５，０００��で圧縮される。
これによって、減容率はおよそ１５０となる（焼
却前の可燃物の容積�製品容量）。
　以上から、およそ７，０００��、５６�３の可燃物は
焼却によって、２つの圧縮されたドラムの容
量となる。
５）流動床乾燥機

　排出されたスクラバー水に水酸化ナトリウ
ム溶液を加えて��を高め、流動床乾燥機に送
られ噴霧される。噴霧された水が蒸発して、
溶融塩が一定の粒度になった後にふるい分け
て取り出す。流動床を通ったオフガスは、炉
に送られ、焼却空気の一部に代わる。
　およそ７，０００���、５６�３の焼却することによ
り、その燃焼ガスの浄化後には、２�３の汚染
洗浄水が発生する。また、流動床乾燥機で汚
染洗浄水を乾燥させた後には、０．２�３、２４０��
の塩類ができる（２００�ドラム缶１本）。
　これより、灰用ドラム缶と合わせて最終的な
処分廃棄物量は７，０００��当たり０．６ｍ３となる。
６）放出監視

　エアロゾルと核種について、その年間許容
値に対して、過去１０年間の公式測定値の平均
は、エアロゾル�約０．００５％、βエアロゾル�約
０．０１％、�－３�約３．０３％、ヨウ素（�１２５、�１２９、

�３１）�約０．００２％、�１４�約２．６４％である。
　この１０年間に放出された汚染物質の平均放
出濃度は、年間許容放出濃度に対して、塵�約
３．４％、����約４．０％、��２�約２．６％、���約
１７．２％、����約３９．５％、�合計�約７．４％。
　加えて、独立機関による年１回の分析での
１０年間の平均濃度値は、許容値に対して、そ
れぞれポリ塩化ジベンゾダイオキシンとポリ
塩化ジベンゾフラン�約４％、重金属（��）
�約４％、水銀�６％、カドミウムとタリウム
�約８％、無機のフッ化物�約１．８％である。

３．工場の改修と拡張

　焼却設備運転の経験は、プロセスの最適
化、運転コストを削減するのに役立つ。これ
までの主な改修と拡張は、以下の通り。
・ダイオキシン・フィルタの交換
・エアロゾル沈殿器の導入
・耐火性ライナーの交換
・バーナランス設備の導入（酸素を送る配管）
・燃焼ガス浄化システムの更新

４．特別の廃棄物処理

　これまでに、特別な手続きを取って焼却し
た物質には下記がある。
・小型ナトリウム冷却原子炉施設（���）か
らの液体���
・カールスルーエ・トリチウム研究所（���）
からのグラファイト・タイル
・イオン交換樹脂

５．展望

　今後、２０２５年までの運転のために、以下の
設備を更新又は新設したいとしている。
・再現試験が容易なフェイルセーフで且つ汎
用性の高いロジックを持つ制御管理システ
ムの更新。
・炉運転と独立して、スクラバーの運転がで
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きるように、最初のスクラバーの上流に、
流動床乾燥機の排気ラインを接続する。
・二次廃棄物の発生量を最小とするために、
新たな二段階エアロゾル・セパレーターを
設置する。これにより、����フィルタの
総数をさらに減らすことができる。

・コスト最小化のため、焼却と独立して運転
できるように流動床乾燥機を設置する。こ
れによって、燃焼ガススクラバーからの二
次廃棄物、���蒸発工程からの濃縮され
た二次廃棄物を集めて処置することができ
る。（中期目標）。
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パートナーズ・ネットワーク会員　梶谷　幹男

�������	
��	�����������

１．概要

　�����施設は１階に、０．５ｍ３～１５�３の��
があり一部２階に及ぶ。残留核燃料を排出
し、洗浄運転と除染を行う。核物質組成は、
�２３８��：３．２、２３９��：５０．２、２４０��：�２６．９、２４１��：７．６、
�２４２��：８．６（％）であった。��������	��

（ベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性物質管
理機関）が廃棄物処理・中間貯蔵・最終処分
の 所 管 で あ る。放 射 性 廃 棄 物 に は、
��������	��
の仕様があり、物理化学的
形態や放射能特性の資料が必要である。さら
に 中 間 貯 蔵 と 最 終 処 分 の 前 に
��������	�

（��）で処理される。
��������	��
のα廃棄物の濃度分類は、
①�１�＜４０�����３、②�２�、４０～４０００��
ｑ��３、③�３�＞４０００��ｑ��３と な っ て い
る。���（ベルゴニュクリア）はベルギー連邦
原子力管理庁（���������）から許可証を
取得し、����と�������が保証措置を担
当する。

２．物量の概要

　放射性汚染物の物量評価、放射線計測とサ
ンプリング試料の測定を行い、土壌や構造材
料の計測も実施した。物量は１７０基の��と
��内機器類及び建屋等である。物量は一次
廃棄物と除染に伴う２次廃棄物の合計であ

る。無拘束開放レベル（１１０４�）、（�１�レベ
ル：８８�３、９１�）（�２�レベル：９４�３、９０�）（�
３�レベル：３１５�３、２０７�）が物量である。こ
れらは廃棄物中間貯蔵施設へ送る。

３．解体方法

　解体作業は２４１��のビルドアップの増大を
考慮し、出来るだけ速やかに進める。利用可
能な物質は回収し、��と機器類は除染する。
廃棄物選別、減容、区分分けを行う。特殊物
は除き、��解体は施設内で実施しドラム缶
に梱包・充填する。廃棄物管理や安全管理の
監督官庁と良好な関係も重要となる。一次放
射性廃棄物と二次放射性廃棄物のデータ解析
の詳細さが後工程の廃棄物管理の効率を上げ
る。

４．プロセス

　部分解体物と非汚染物の排出⇒��の周辺
部解体とドラム缶の仮置きスペース確保⇒機
器類の調達（非破壊検査用機器、寸法短尺化
切断装置）⇒「グローブテント」据付け、工程
毎の作業スペース準備⇒��内機器類を撤去・
テント内へ移動・廃棄用グローブテント内で
��解体⇒床・階段・証明・ダクトの撤去⇒既
存換気系のバックアップ仮設・建屋内換気系
の設置⇒部屋の除染（床覆いカバーシート撤

　ベルゴニュークリア���施設（以後、「�����」）は１９８０年代半ばに商業運転に移行した。２０
年間に亘り３５ｔの��を軽水炉燃料に加工した。日本の���利用の遅延等から２００５年に工場の閉
鎖を決定した。この施設の廃止措置の課題は、１７０個のグローブボックス（��）の解体にあり、そ
の解体では、①α閉じ込め技術、②冷温・乾燥切断技術、③被ばく防止・遮蔽グローブテント技
術、④２００リットルドラム缶へα廃棄物充填と中間貯蔵施設への輸送、⑤臨界・火災・落下等の
一般安全管理が、重要である。以下に、�����施設の現状を紹介する。
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去、壁覆い物撤去、天井削り除染）⇒建屋ロ
ビーの全ての機器撤去⇒��・建屋空調・フィ
ルターシステム解体⇒仮設の廃棄物処理設備
と非破壊検査装置撤去⇒建屋と敷地の無条件
開放⇒未処理廃棄物の充填ドラム缶を��施
設へ輸送する。

５．具体的方法

①機器撤去前に工程内残留物除去のクリーニ
ング運転⇒閉じ込め系統を維持・��排気系
運転・重量異形状寸法の設置機器以外は全て
解体撤去、②連結グローブボックスや物品排
出用グローブ利用、道具と持込み物品のバッ
グイン・バッグアウト用のバッグポート使用、
③��を工具と手作業で解体し２００�ドラム缶
に詰込む。さらに、有機物、プラスチック、
金属、アルミニウムと分類⇒異形状��は
���製ベローズを連結しラインから分離⇒
���は溶着技術で��分離、④分離��は汚染
なしのクリーンな解体用グローブテントへ移
送⇒テントにグローブと窓があり、��切断・
解体⇒テント内は負圧で警報やフィルターシ
ステム、⑤２００�ドラム缶へ���を使いバッ
グイン・バッグアウト法で���溶着封入⇒テ
ント内の汚染はニスで塗封⇒テント膜はロー
ル巻き・廃棄物ドラム缶に入れる。このフ
ローで作業が実施されている。

６．切断技術

　プラズマ切断、グラインダー切断、電動鋸
歯切断、ニッパ切断を比較した。固定治具の
使用・未使用、処理速度、汚染拡大リスク、
火災リスク、作業操作性を比較評価して、電
動鋸歯切断とニッパ切断を選定した。��の
特徴は５��厚板の溶接殻構造、窓パネルは
５��厚板締付け構造、約１０％の��構造は底
板厚が１０～３０��厚の殻構造付きタイプであ
る。多くの��は鋸歯とニッパで解体可能で

ある。廃棄用グローブテント方式と低温切断
方法が最良の方法である。準備段階において
廃止措置経験の実績・管理当局へ情報提供可
能。実績を安全管理と許認可対応へ活用。専
門企業と報奨金払戻し契約、並列の業務実
施・工程調整・管理ノウハウ等を評価して施
設解体に活用した。

７．進捗状況

　廃止措置は特殊業務で、��の本来業務・内
容とは異なる。許認可の遅延を避けるため実
績ある企業との早期の契約が有益である。
・�������	
������	�
（�）
・��������	�

�
	�	��（�）
・���������	
�	（�）
これら３社合弁事業体と契約した。従事者の
技術研修・教育訓練⇒グローブボックスの解
体⇒施設構造物の解体⇒建物と敷地の無条件
解放（２０１４年）の計画である。

８．安全対策

　安全対策は３段階からなる。レベル１：契
約先の決定�（専門技術能力の企業選定）、レベ
ル２：従事者教育と訓練（トレーニングセン
ター、新規参加者への教育助言、継続的な作
業ルームの小区画化・分室化）、継続的な訓
練、レベル３：業務組織と解体実務（��内機
器類の撤去、作業開始）・被ばく防護（遮蔽パ
ネルの使用）さらに訓練センター内で次の項
目を研修する。①核物質なし環境で模擬作業
訓練、②��作業訓練、③放射線の防護装備類
の使用訓練、④��内への物品搬入・バッグイ
ンアウト訓練、⑤���プラスチックとバッグ
の溶着訓練、⑥廃棄物ドラム缶の据付け・充
填作業と分離移送の訓練、⑦装備解体用テン
トの設営、⑧��作業とテント内の作業：鋸歯
切断とニッパ‐作業、⑨��とテントの組立訓
練、⑩解体技術の実務訓練）�等である。
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（ボールミル混合設備と焼結炉の模型解体実
務訓練）

９．放射線防護と安全確保

　①放射線防護：２４１��から生じるα線被ばく
と、（α、ｎ）反応の中性子被ばくが課題。グ
ローブテントと作業者の間に遮蔽パネルを置
く。解体作業前に被ばく線量率を測定し、追
加遮蔽の必要の有無を調査する。②リスク解
析：臨界回避が重要である。全臨界質量が
８０５�以下で少量であり、作業中は簡潔な臨界
防止のルールを定める。③火災防止：油圧系
統の油や工程使用の（��＋�２）ガスなどの可
燃性物質は解体作業の開始前に完全撤去す
る。テントシートは火災が伝播しない素材使
用。電源やコード類は��内で使わない。解
体作業に高熱装置は使用しない。解体作業開
始前に��内電気系統は遮断。⑤作業フロ
アー：整理整頓、避難パス、消防機器の位置
や指示・表示類は完備。⑥テント内火災検知
システム：局所アラーム系統に連結する。火
災抑制機能（消化器等）を準備する。⑦閉込
め機構の喪失対策：閉込めシステムはグロー
ブテントと連結した深負圧・����フィル
ターグローブボックス換気空調系で維持され

ている。テント破損の場合も通常排気フロー
を維持し汚染が拡散しない構造である。バ
キュウムブレイカーバルブがテント内に過剰
な負圧が働くと外気を入れて緩和する。⑧テ
ント内の汚染の固着：��の切断後、水性ニス
を塗布してテント内表面に汚染を固定、安全
を維持しテント使用を継続する。

１０．業務進捗状況

　解体作業の開始後２年経過し、２０１１年１月
２日管理区域内での人身事故ゼロ、核物質関
係の事故ゼロ、個人年間被ばく線量は１２���
以下で法令遵守、従業員移動数割合は１０％以
下である。業務の進捗率は��解体～３０％、
７０ｔ金属スクラップを溶融処理した。

あとがき

①独の���施設廃止の経験を生かしてγ線
と中性子測定が残留インベントリーの詳細
な評価をしている。
②許認可・臨界防止・火災防止・遮蔽管理・
教育訓練等の���施設廃止措置の実施経
験を持つ企業と契約して合理的な実務を推
進している。
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物流システム事業準備室　事業計画部　泉田　龍男
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１．はじめに

　サバンナリバー施設（���）は核物質を生
産する目的で、１９５０年代初頭に建設され、軍
用の特殊核物質は５つの原子炉で生産され
た。Ｒ原子炉は、１９５３年１２月に臨界となり、
軍用の要求が減少する１９６４年までに断続的に
運転された。停止後燃料を撤去し、閉止され
た。Ｐ原子炉は、１９５４年２月に臨界となり、
１９８８年に安全上の改造のために長期停止と
なったが、再開せず１９９１年に燃料を撤去した
後閉止された。ＰとＲの両原子炉は、原位置
デコミッショニング（���）を最終形態とす
る包括的環境対処・補償・責任法（������）
での環境回復活動を実施することとなった。
���プロセスは以下から構成される。
・解体貯蔵施設からの排水
・低位置構造物と原子炉容器へのセメント系
グラウト材の充填
・水溜り防止のために水平屋根上への収縮
補償鉄筋コンクリート板設置
・ガントリークレーン撤去
・排気塔解体

・解体貯蔵施設の地上部構造物の解体
・解体貯蔵施設と原子炉容器上部への収縮
補償コンクリート蓋の設置
・建屋出入り口及び開口部などの鉄筋コンク
リートによる閉止
サバンナリバーサイトの原子炉は、構造的に
強固であり、完全な解体は不要と判断され
た。また、Ｐ及びＲ原子炉施設のグラウト材
充填と施設撤去のコスト評価により、グラウ
ト材充填を行う���が採用された。���は以
下の要件を目標とする。
・作業者の放射線被ばくと有害物からの影響
を防ぐ
・放射性物質と有害物の外部への移行を基準
値以下にする
・動物などの侵入者の放射線被ばくと有害物
の影響を防ぐ

２．低位置施設の���

　大量の低位置の空間や部屋を充填するため
に３種類のグラウト材が開発された。これら
は、サバンナリバー国立研究所で開発された

　米国エネルギー省（���）では、初期の目的を終了した原子炉、核種の分離施設、貯蔵施設
等を原位置でデコミッショニング（��������	
�����������：���と略）する構想がある。���と
は、原子炉容器や主要な建屋、貯水施設等を解体せずにセメント等の充填材を注入して、構造的
にも放射能隔離的にも安定化しようとするものである。サバンナリバー原子炉施設では、この
���プロジェクトが進行しており、充填材として約２０万立法メートルが必要とされている。充填
材は施設の沈下、水の浸透を防ぐと同時に汚染物を隔離できるように設計されるが、これらを達
成するために各種のセメント系充填材が検討開発されたので、以下に紹介する。尚、このプロ
ジ ェ ク ト は、包 括 的 環 境 対 処・補 償・責 任 法（��������	
����	������	�����
��	
�，�
�������	
�����	����	����
����
（������））に基づいて実施されており、実施費用は、米国
回復・再投資法（��������	
����
�����������	�������������（����））に基づいて提供され
ている。
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もので、ブリージング水がなく高流動性の性
能を持っている。ポルトランドセメントとフ
ライアッシュの混合物であり、①大量充填
用、②制限された充填用、③水中充填用に使
用された。表１にこれらの成分を示す。これ
らのグラウト材製造用に２つのコンクリート
製造プラントがＰとＲ原子炉施設の���用に
Ｐエリア内に設置された。図１に設置された
コンクリートプラントの写真と運搬用のポン
プトラックを示す。これらの施設及び運搬機
材により、低位置施設（ほぼ地上部より低位
の施設）にグラウト材が注入充填された。図
２にグラウト充填の状況写真を示す。

３．原子炉容器の���

　Ｐ及びＲ原子炉の原子炉容器は、直径
４．９�、高さ４．８�の���３０４鋼で作られてい
る。底部と塔頂部は高さがそれぞれ１．２�，
１�の管板で閉じられており、塔頂部管板は
高さ０．６�のプレナムでカバーされている。
この原子炉容器の外周部は、厚さ０．６�の鋼鉄
製の熱遮蔽殻が設置されており、さらにこれ
の外部は厚さ３�の鉄筋コンクリートの生体
遮蔽で覆われている。
　前節に示した低位置施設の���で使用した
グラウト材がこの原子炉容器に適用できれば
合理的であるが、炉内に多数の機器が存在す
るという内部構造の問題以外に以下の課題が
あった。Ｐ及びＲ原子炉の双方とも原子炉容
器内にアルミニウム製の機器が多数存在する
ことである。アルミニウムは、セメント等の
アルカリ性成分と腐食反応が生じ、水素ガス
を発生するため、安全上発火限界濃度を超え
る可能性があるかどうかの評価が必要とな
る。評価の結果、Ｒ原子炉容器は、低位置施
設で使用されたポルトランドセメントを主成
分としたグラウト材でも、水素発生量は発火
限界濃度の６０％以下であり、これを使用でき

る。一方、Ｐ原子炉はアルミニウムの量が多
く使用できないことが分かった。安全上、グ
ラウト材のＰＨを１０．８以下にする必要があ
り、新しいグラウト材を開発することとなっ
た。水素発生は、アルミニウムの腐食反応以
外にも、放射線による水分解反応によっても
生じるがこの発生量は発火限界濃度に対して
は無視し得る。
　上記の評価の結果、Ｒ原子炉容器には低位
置施設への充填用に開発されたポルトランド
セメント系のグラウト材が使用された。Ｐ原
子炉容器に対しては、以下に示す２種類の低
アルカリ性グラウト材が検討された。
①マグネシウム・カリウムリン酸充填材
��������２��４���５�２�　→　�����４・６�２�
� （ストラバイト）
　上式に示すように、酸化マグネシウムとモ
ノリン酸カリウムの混合粉末が主成分であ
り、これが水和反応によりストラバイトと呼
ばれる鉱物性の物質に固型化するものであ
る。アルゴンヌ国立研究所（���）と共同で
開発された。開発にあたっては、安定な混合
剤粉末（砂、フライアッシュ等）の選定や、
グラウト材及びこれとの接触水のＰＨ等が検
討評価され、スケールアップ試験まで実施し
たが最終的に採用されなかった。
②アルミン酸カルシウム－硫酸カルシウムセ
メント
３����２�４���３����４・１�２�２������２�
�→　��６��２（��４）３（��）１２・２６（�２�）����（��）３

　このグラウト材は、上記に示すアルミン酸
カルシウムと硫酸カルシウムの混合物の水和
反応により固型化するものである。グラウト
材の最適成分決定のために、アルミン酸カル
シウム、硫酸カルシウム、添加剤のフライ
アッシュ、砂、水、減水剤等の各成分の配合
割合が検討された。検討にあたっては、セメ
ントスラリー及び固型化後の細孔内水のＰ
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Ｈ、流動性、発熱性等が測定された。最終的
に水�セメント比が１．４１と１．２４の２種類の成
分を決定し、実機１�４スケールのモック
アップ試験で実用性を確認した。
③Ｐ原子炉容器へのグラウト材充填
　２０１０年１１月にアルミン酸－硫酸カルシウム
グラウト材がＰ原子炉容器内に注入された。
２つのパドルミキサーが設置され、プレミッ
クスの充填材粉末と水をミキサーで混錬し、
混錬後のグラウト材をポンプで原子炉容器上
部まで移送して注入した。

４．結論

　サバンナリバーＰ及びＲ原子炉施設の原位

置デコミッショニングが実行中であるが、こ
れらの施設の低位置施設には１４５，２６５�３のグ
ラウト材が注入された。ＩＳＤプロセスを完
成するには、さらに１９１，１４０�３のグラウト材
が必要である。
　グラウト材は、ポルトランドセメントとフ
ライアッシュの混合物を主成分としたものを
開発した。
　原子炉容器に対しては、Ｒ原子炉容器は上
記のグラウト材が適用されたが、Ｐ原子炉容
器に対しては、低アルカリ性のアルミン酸カ
ルシウム－硫酸カルシウムセメントが開発・
適用された。
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 物流システム準備室　設備準備部　秋山　武康

�������	
�����������

セラフィールド

　北西イングランドのセラフィールドに英国
最大の核関連施設があるが、６０年前の施設で
あり、最古の建物の解体は複雑になる。サイ
トは従来の建物の隣に構築する空き場所がな
く、不十分な措置や貯蔵施設が既存の廃棄物
に利用されている。中間レベル廃棄物貯蔵サ
イロの解体プロジェクトは、こうした全ての
問題に直面した。
　燃料被覆管サイロ（����）は、従来の建
物で混み合ったセラフィールドの中心部にあ
る。１９５０年に臨界になりプルトニウムを生産
した�������	
�黒鉛炉で使用された燃料の脱
被覆に起因する固形廃棄物を受け入れるため
に、���サイロが１９５０年に建てられた。
　�������	
工場は英国の核抑止力のために
急遽建設され、当時設計や建物の規制はな
かった。���サイロは、カナダの穀物サイロ
に基づいて設計され、当時の工学標準で建設
された。サイロは、低燃焼度燃料の脱被覆か
ら中級レベルの廃棄物の貯蔵を意図していた
ことが知られている。サイロは１９５２年から
１９６５年をメインに、１９６８年まで運転された。
また初期のマグノックス炉からの廃棄物保管
にも使われた。

手入れとメンテナンスの準備

　規制要件の増加に伴い、核の封じ込めと安
全な廃棄物貯蔵を改善するために二つの重要
なアップグレードが、１９７０年代と１９８０年代に
行われた。さらに近隣工場での外部線量率を
低減するため、建物に遮蔽が追加された。
１９８０年代の２番目の変更は、火災検知、及び
サイロ各区画の上下部の両方へアルゴンガス
を注入できる消防システムへの適合であった。
　最近では、サイロは修復作業構築プログラ
ムの対象となっている。構造体は、将来の修
復時の負荷にあうまで、炭素繊維のストラッ
プで補強される。壁はアルゴン機密を強化す
るためシール材で被覆された。
　廃棄物（特にウラン水素化物）の反応性注１

が、サイロを空にし建物を撤去する意思決定
を導いた。しかし廃棄物の修復施設が構築さ
れるまで、老サイロを空にするめどはたたな
かった。
　１９９６年までに����（英国核燃料会社：施
設を所有し管理する）は、サイロを改装する
こと及び廃棄物の回収と処理施設を建設する
プログラムを計画し、サイロの撤去を許可し
た。その後１５年間、財務と安全規制の２つの
制約により計画が遅れ、作業が進捗したのは
新しいセラフィールド社経営陣になったこの

　６０年を経過した英セラフィールドの廃棄物サイロの廃止措置は、設計時に廃棄を考慮してい
ないこと、施設の追加・停止・転用などでレイアウトが入り組んでいることなどから、サイロの
解体が進んでいなかった。最近、経営の刷新、新しい技術の採用、評価手法の導入で解体作業に
進捗が出てきた。修復施設の設計・設置を２０１７年半ばまでに完成する予定で、現在修復モジュー
ル用基礎工事が完了し上部構造の建設が始まっている。
　新しい技術の採用とその技術に応じた適切なリスク評価、更にリスクのバランスをとって進
めることが特に有効である。



－　２１　－

１年である。

解体の加速

　�������	
��　����施設課長は、「我々の
現在の戦略は、材料を取り出し、それを保存
することです。我々は、サイロをそのままに
しておく余裕はない。サイロは古い構造物で
あり、安全性の観点から適格だといえない。
我々は最善を尽くしているが、それは耐え難
いリスクであり、現代の基準を満たしていな
い。」と説明する。
　廃棄物修復の計画を通じて主要なブレーク
スルーは、サイトにおける機械のリスク評価
上の戦略的な変化から来ている。�������
�����　����運転課長は、「クレーンのため
の古い方法論はリフト用クレーンを３６０度方
向評価することだが、新しい方法論ではリフ
トが使われる範囲についてリスク評価する。」
と言い、この結果事務処理は大幅に短縮され
た。
　�������	
��は、リスクのバランスをとる新
しいサイトの哲学を説明した。当初の計画で
はクレーン落下の危険性のためクレーンを使
用せずに構築することだったが、“適切に設
置されて、適切に管理されたクレーンは転倒
しない”と判断しクレーン使用のリスクバラ
ンスをとることができる。

装備の追加

　廃棄物の修復施設は、新しい鉄筋コンク
リート支持構造物で構成される。サイロから
構造的に独立しているが隣接しているモ
ジュールで構成され、多くのモジュールがボ
ルトで固定される。
　サイロは２列で、各々５つの内壁で区切ら
れ、１２区画になっている。修復施設はサイロ
の側面全体をカバーし、建物に沿って移動す
ることができるモジュラー構造が使用され、

その結果、安く迅速に製作でき撤去も安くな
る。各区画のドアはサイロの構造体にボルト
で固定され、サイロの面に対してシールされ
る。修復モジュールはこれにドッキングし、
廃棄物回収中のサイロ内アルゴン不活性雰囲
気を保持する。
　一旦接続されると、クラムシェル型バケッ
トを保持する伸縮ブームはサイロの側に新し
い穴から配置される。ブームは延長し、バ
ケットは材料を持ち上げるために巻き下さ
れ、荷積み後巻き上げられる。ブームは折り
たたまれ、１８０度回転し、ホイスト用吹き抜け
の中を、廃棄物の特性評価モジュールに向け
て再びバケットを下ろす。
　廃棄物は、ロボットアームを使用してテー
ブルの上に分散される。特性評価が完了する
と、ロボットアームが待機中の３ｍ３の貯蔵箱
に廃棄物を押し込み、その箱は蓋をしたス
テーションに移動させられ、排出される（図
１参照）。すべての操作は、ロボットや遠隔
操作機器によって行われる。
　廃棄物修復施設の設計・設置は、実際の撤
去と回収を開始する予定の２０１７年半ばまでに
完成する予定である。２０１１年４月時点で、修
復モジュール用コンクリート基礎のスラブが
完成され、コンクリート上部構造のシェルの
建設が始まっている。（この構造体を構築す
るために、準備、詳細設計、施工の３フェー
ズとして、６年間に１２０～１５０百万ポンド（１４４
～１８０億円）の契約を結んだ。）

注１）サイロの不活性化

　サイロでの関心事は、湿気や酸素欠乏雰囲
気下でウラン金属の腐食により生成される自
然発火性水素化ウランであり、１９９０年代にサ
イロの不活性化を実施した。
　不活性ガスとしてアルゴンが選ばれ、還元
（水素化）防止と酸化（燃焼）防止のため、酸
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素濃度レベルは約８���以上、２％以下に制
御され、サイロは安全に管理される。
　さらに従来サイロから外部への漏れを防ぐ
ために系内は負圧に調整していたが、微陽圧
運転システムを採用し、使用アルゴンの保持
期間を５日間と大幅に延長した。
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情報管理部　榎戸　裕二

廃止措置の概況：
　２０１１年５月２０日の東京電力福島第一原子力発電所１～４号機の恒久運転停止の発表以降、英
国では�������	
２炉、ドイツでは��������		�
発電所他７機の恒久運転停止が発表された。
　�������	
２は計画的停止であり、ドイツの８機は事故停止中のものも含め原子力発電からの
全面撤退を決めたドイツの大統領令による第一段階の措置である。これらの原子炉の運転停止
より����の����によれば世界で１３９機が停止したことになる。なお、運転中の発電炉は４３３機、
長期の運転停止中は５基、建設中は６５機とされる。表２に新たに恒久運転停止となった英・独
の発電炉を英国及びドイツの国欄に示す。因みにドイツでは���、���それぞれ４機である。
表１　日本において運転年数が３５年を超えた原子力発電所（２０１１年１０月現在）
表２　世界の原子力発電所廃止措置情報一覧（２０１１年１０月現在）

�������	
��������������������� !"#$

廃止措置予定炉型電気出力
（万��）

運転開始
年月発電所名電力会社名

東電廃止措置決定ＢＷＲ４６．０１９７１年３月福島第一１号機
東京電力

東電廃止措置決定ＢＷＲ７８．４１９７４年７月福島第一２号機
運転５０年を超えず廃止措置（リプレース）ＰＷＲ３４．０１９７０年１１月美浜１号機

関西電力
未定ＰＷＲ５０．０１９７２年７月美浜２号機
未定ＰＷＲ７２．６１９７４年１１月高浜１号機
未定ＰＷＲ８２．６１９７５年１１月高浜２号機
未定ＢＷＲ４６．０１９７４年３月島根１号機中国電力
未定ＰＷＲ５５．９１９７５年１０月玄海１号機九州電力

運転４６年で廃止措置（リプレース）ＢＷＲ３５．７１９７０年３月敦賀１号機日本原電
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体
中

即
時
解
体

�
�
�

１２
�
�

１９
６２
�１
０
�１
０
～
１９
８７
�０
６
�３
０

�
�
－３

ベ
ル
ギ
ー

２

未
定

安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７４
�１
０
�２
８
～
２０
０２
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－１

ブ
ル
ガ
リ
ア

３
�
�
�

４４
０
�
�

１９
７５
�１
１
�１
０
～
２０
０２
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－２
４

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８１
�０
１
�２
０
～
２０
０６
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－３
５

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８２
�０
６
�２
０
～
２０
０６
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－４
６

未
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

２１
８
�
�

１９
６８
�０
９
�２
６
～
１９
８４
�０
５
�０
４

ダ
グ
ラ
ス
ポ
イ
ン
ト

カ
ナ
ダ

７
安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

２６
６
�
�

１９
７２
�０
５
�０
１
～
１９
７７
�０
６
�０
１

ジ
ェ
ン
テ
ィ
リ

－１
８

安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

２０
�
�

１９
６２
�１
０
�０
１
～
１９
８７
�０
８
�０
１

ロ
ル
フ
ト
ン
�
�
�
－２

９
２０
２７
年
以
前

解
体
計
画
作
成
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

５４
０
�
�

１９
７２
�０
７
�０
１
～
１９
９４
�０
５
�２
７

ビ
ュ
ジ
ェ
イ

－１

フ
ラ
ン
ス

１０
２０
１９
年

圧
力
容
器
解
体
準
備

安
全
貯
蔵

�
�
�

３２
０
�
�

１９
６７
�０
４
�１
５
～
１９
９１
�１
０
�３
０

シ
ョ
ー
－�

１１
２０
２７
年

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

８０
�
�

１９
６４
�０
２
�０
１
～
１９
７３
�０
４
�１
６

シ
ノ
ン
－�
１

１２
２０
２６
年

部
分
解
放
済
（
ス
テ
ー
ジ
Ⅱ
）

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６５
�０
２
�２
４
～
１９
８５
�０
６
�１
４

シ
ノ
ン
－�
２

１３
２０
３３
年

安
全
貯
蔵
中

�
�
�

４８
０
�
�

１９
６６
�０
８
�０
４
～
１９
９０
�０
６
�１
５

シ
ノ
ン
－�
３

１４

未
定

安
全
貯
蔵
中
（
�
の
処
分
場
開
設
待
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

４３
�
�

１９
５９
�０
４
�２
２
～
１９
８０
�０
２
�０
２

マ
ル
ク
ー
ル

－�
２

１５
�
�
�

４３
�
�

１９
６０
�０
４
�０
４
～
１９
８４
�０
６
�２
０

マ
ル
ク
ー
ル

－�
３

１６
２０
１６
年

原
子
炉
解
体
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

７５
�
�

１９
６８
�０
６
�０
１
～
１９
８５
�０
７
�３
１

モ
ン
ダ
レ
ー
�
�
４

１７
２０
３２
年

安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

５０
０
�
�

１９
６９
�０
６
�０
１
～
１９
９０
�０
４
�１
８

サ
ン
ロ
ー
ラ
ン

－�
１

１８
２０
２８
年

�
�
�

５３
０
�
�

１９
７１
�１
１
�０
１
～
１９
９２
�０
５
�２
７

サ
ン
ロ
ー
ラ
ン

－�
２

１９
２０
２６
年

�
�処
理
継
続

即
時
解
体

�
�
�

１２
４１
�
�

１９
８６
�１
２
�０
１
～
１９
９８
�１
２
�３
１

ス
ー
パ
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

２０
２０
２３
年

「
最
終
運
転
停
止
段
階
」
で
燃
料
撤
去

即
時
解
体

�
�
�

１４
２
�
�

１９
７４
�０
７
�１
４
～
２０
１０
�０
２
�０
１

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

２１

２０
１２
年

解
体
中
、
サ
イ
ト
の
部
分
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７４
�０
７
�０
２
～
１９
９０
�０
２
�１
４

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－１

ド
イ
ツ

２２
�
�
�

４４
０
�
�

１９
７５
�０
４
�１
４
～
１９
９０
�０
２
�１
４

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－２
２３

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７８
�０
５
�０
１
～
１９
９０
�０
２
�２
８

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－３
２４

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７９
�１
１
�０
１
～
１９
９０
�０
７
�２
２

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－４
２５

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８９
�１
１
�０
１
～
１９
８９
�１
１
�２
４

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－５
２６

１９
９８
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

２５
�
�

１９
７０
�０
７
�０
２
～
１９
７１
�０
４
�２
０

グ
ロ
ス
ヴ
ェ
ル
ツ
ハ
イ
ム
（
�
�
�
）

２７
２０
０６
年
完
了

設
備
・
機
器
の
解
体
撤
去
（
建
家
残
存
）

即
時
解
体

�
�
�

２５
０
�
�

１９
６７
�０
４
�１
２
～
１９
７７
�０
１
�１
３

グ
ン
ド
レ
ミ
ン
ゲ
ン
（
�
�
�
－�
）　

２８
２０
１３
年

設
備
・
設
備
の
解
体
撤
去
済

即
時
解
体

�
�
�
�

１５
�
�

１９
６９
�０
５
�０
９
～
１９
８８
�１
２
�３
１

�
�
�
実
験
炉

２９
未
定

解
体
作
業
は
完
了

安
全
貯
蔵

�
�
�

１６
�
�

１９
６２
�０
２
�０
１
～
１９
８５
�１
１
�２
５

カ
ー
ル
�
�
�

３０
２０
１３
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�
�
�

２０
�
�

１９
７９
�０
３
�０
３
～
１９
９１
�０
８
�２
３

カ
ー
ル
ス
ル
ー
へ
�
�
�
－Ⅱ

３１
２０
１１
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�
�

５７
�
�

１９
６６
�１
２
�１
９
～
１９
８４
�０
５
�０
３

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
�
�
�
�

３２
２０
１３
年
解
体
予
定

安
全
貯
蔵
中
（
２０
１３
年
ま
で
の
２５
年
間
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２６
８
�
�

１９
６８
�１
０
�０
１
～
１９
７９
�０
１
�０
５

リ
ン
ゲ
ン
（
�
�
�
）

３３
２０
１４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

１３
０２
�
�

１９
８７
�０
８
�０
１
～
１９
８８
�０
９
�０
９

ミ
ュ
ル
ハ
イ
ム
・
ケ
ー
ル
リ
ッ
ヒ

３４



－　２５　－

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

１９
９５
年
完
了

解
体
及
び
サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�
�
�

１０
６
�
�

１９
７３
�０
１
�０
１
～
１９
７４
�０
７
�２
１

ニ
ダ
ー
ア
イ
ヒ
バ
ッ
ハ
（
�
�
�
）

ド
イ
ツ

３５
２０
１２
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

７０
�
�

１９
６６
�１
０
�１
１
～
１９
９０
�０
６
�０
１

ラ
イ
ン
ス
ベ
ル
グ

３６
２０
１５
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

６７
２
�
�

１９
７２
�０
５
�１
９
～
２０
０３
�１
１
�１
４

シ
ュ
タ
ー
デ

３７
未
定

安
全
貯
蔵
中
（
２０
２７
年
ま
で
の
３０
年
間
）

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

３０
８
�
�

１９
８７
�０
６
�０
１
～
１９
８８
�０
４
�２
０

�
�
�
�
－３
００

３８
２０
１４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

６７
０
�
�

１９
７５
�１
１
�１
１
～
１９
９４
�０
８
�２
６

ヴ
ュ
ル
ガ
ッ
セ
ン

３９
２０
２０
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

３５
７
�
�

１９
６９
�０
３
�３
１
～
２０
０５
�０
５
�１
１

オ
ビ
リ
ッ
ヒ
ハ
イ
ム

４０
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１１
６７
�
�

１９
７４
�０
８
�２
５
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ビ
ブ
リ
ス
�

４１
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１２
４０
�
�

１９
７６
�０
４
�２
５
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ビ
ブ
リ
ス
�

４２
未
定

未
定

未
定

�
�
�

７７
１
�
�

１９
７６
�０
７
�１
３
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ブ
ル
ン
ス
ビ
ュ
ッ
テ
ル

４３
未
定

未
定

未
定

�
�
�

８７
８
�
�

１９
７７
�１
２
�０
３
～
２０
１１
�０
８
�０
６

イ
ザ
ー
ル
１

４４
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１３
４６
�
�

１９
８３
�０
９
�２
８
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ク
リ
ュ
ン
メ
ル

４５
未
定

未
定

未
定

�
�
�

７８
５
�
�

１９
７６
�０
６
�０
３
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ネ
ッ
カ
ー
ヴ
ェ
ス
ト
ハ
イ
ム
１

４６
未
定

未
定

未
定

�
�
�

８９
０
�
�

１９
７９
�０
５
�０
５
～
２０
１１
�０
８
�０
６

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
ベ
ル
グ
１

４７
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１３
４５
�
�

１９
７８
�０
９
�２
９
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ウ
ン
タ
ー
ヴ
ェ
ー
ザ
ー

４８
２０
１６
年

解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

８８
２
�
�

１９
８１
�１
２
�０
１
～
１９
９０
�０
７
�０
１

カ
オ
ル
ソ

イ
タ
リ
ア

４９
２０
１５
年

解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

１６
０
�
�

１９
６４
�０
６
�０
１
～
１９
８２
�０
３
�０
１

ガ
リ
グ
リ
ア
ー
ノ

５０
２０
２０
年

解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

１６
０
�
�

１９
６４
�０
１
�０
１
～
１９
８７
�１
２
�０
１

ラ
テ
ィ
ー
ナ

５１
２０
１４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

２７
０
�
�

１９
６５
�０
１
�０
１
～
１９
９０
�０
７
�０
１

ト
リ
ノ
・
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
レ
ッ
セ

５２
１９
９６
年
完
了

建
物
解
体
撤
去
、
サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

１３
�
�

１９
６３
�１
０
�２
６
～
１９
７６
�０
３
�１
８

動
力
試
験
炉
（
��
�
�
）

日
本

５３
２０
１７
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

１６
６
�
�

１９
６６
�０
７
�２
５
～
１９
９８
�０
３
�３
１

東
海
発
電
所

５４
２０
２８
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�
�
�

１６
５
�
�

１９
７９
�０
３
�２
０
～
２０
０３
�０
３
�２
９

「
ふ
げ
ん
」

５５

２０
３６
年

解
体
準
備
中

即
時
解
体

�
�
�

５４
０
�
�

１９
７６
�０
３
�１
７
～
２０
０９
�０
１
�３
０

浜
岡
発
電
所
１
号
機

５６
�
�
�

８４
０
�
�

１９
８７
�１
１
�２
９
～
２０
０９
�０
１
�３
０

浜
岡
発
電
所
２
号
機

５７
未
定

未
定

�
�
�

４６
０
�
�

１９
７０
�１
１
�１
７
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
１
号
機

５８
未
定

未
定

�
�
�

７８
４
�
�

１９
７３
�１
２
�２
４
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
２
号
機

５９
未
定

未
定

�
�
�

７８
４
�
�

１９
７４
�１
０
�２
６
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
３
号
機

６０
未
定

未
定

�
�
�

７８
４
�
�

１９
７８
�０
２
�２
４
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
４
号
機

６１
２０
７５
年
頃

廃
止
措
置
計
画
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

９０
�
�

１９
７３
�０
７
�１
６
～
１９
９９
�０
４
�２
２

�
�
－３
５０

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

６２

未
定

運
転
停
止

未
定

�
�
�
�

１３
００
�
�

１９
８３
�１
２
�３
１
～
２０
０４
�１
２
�３
１

イ
グ
ナ
リ
ア

－１
リ
ト
ア
ニ
ア

６３
�
�
�
�

１３
００
�
�

１９
８７
�０
８
�２
０
～
２０
０９
�１
２
�３
１

イ
グ
ナ
リ
ナ

－２
６４

２０
４５
年
以
降

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
６９
�０
３
�２
６
～
１９
９７
�０
３
�２
６

ド
ー
テ
バ
ル
ト

オ
ラ
ン
ダ

６５

不
明

安
全
貯
蔵
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

１０
８
�
�

１９
６４
�０
４
�２
６
～
１９
８３
�０
１
�０
１

ベ
ロ
ヤ
ル
ス
ク

－１

ロ
シ
ア

６６
�
�
�
�

１６
０
�
�

１９
６９
�１
２
�０
１
～
１９
９０
�０
１
�０
１

ベ
ロ
ヤ
ル
ス
ク

－２
６７

不
明

安
全
貯
蔵
終
了
し
解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

２１
０
�
�

１９
６４
�１
２
�３
１
～
１９
８４
�０
２
�１
６

ノ
ボ
ボ
ロ
ネ
ジ

－１
６８

�
�
�

３６
５
�
�

１９
７０
�０
４
�１
４
～
１９
９０
�０
８
�２
９

ノ
ボ
ボ
ロ
ネ
ジ

－２
６９

不
明

燃
料
撤
去
後
博
物
館
化
さ
れ
た
。

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

６
�
�

１９
５４
�１
２
�０
１
～
２０
０２
�０
４
�２
９

オ
ブ
ニ
ン
ス
ク
�
�
�
－１

７０



－　２６　－

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

２０
５７
年
頃

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

１４
３
�
�

１９
７２
�１
２
�２
５
～
１９
７７
�０
２
�２
２

ボ
フ
ニ
チ
ェ

－�
１

ス
ロ
バ
キ
ア

７１

２０
６２
年
頃

安
全
貯
蔵
準
備
中

即
時
解
体

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８０
�０
４
�０
１
～
２０
０６
�１
２
�３
１

ボ
フ
ニ
チ
ェ

－�
１
－１

７２
�
�
�

４４
０
�
�

１９
８１
�０
１
�０
１
～
２０
０８
�１
２
�３
１

ボ
フ
ニ
チ
ェ

－�
１
－２

７３
２０
２８
年
以
降

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

５０
０
�
�

１９
７２
�０
５
�０
６
～
１９
８９
�１
０
�１
９

バ
ン
デ
ロ
ス

－１
ス
ペ
イ
ン

７４
不
明

廃
止
措
置
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

１５
０
�
�

１９
６８
�０
７
�１
４
～
２０
０６
�０
４
�３
０

ホ
セ
・
カ
ブ
レ
ラ

－１
７５

２０
４０
年
頃

安
全
貯
蔵
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

１０
�
�

１９
６４
�０
５
�０
１
～
１９
７４
�０
６
�０
２

オ
ゲ
ス
タ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

７６

２０
２０
年
頃
解
体
開
始

安
全
貯
蔵
中
（
�
�
�
－２
処
分
場
開
設
待
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６１
５
�
�

１９
７５
�０
７
�０
１
～
１９
９９
�１
１
�３
０

バ
ー
セ
ベ
ッ
ク

－１
７７

�
�
�

６１
５
�
�

１９
７７
�０
３
�２
１
～
２０
０５
�０
５
�３
１

バ
ー
セ
ベ
ッ
ク

－２
７８

安
全
貯
蔵
後
解
体
し
サ
イ
ト
解
放
済
み

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

６
�
�

１９
６８
�０
１
�２
９
～
１９
６９
�０
１
�２
１

ル
ー
セ
ン

ス
イ
ス

７９
解
体
、
敷
地
除
染
修
復

（
２０
４６
～
２０
６５
年
）

安
全
貯
蔵
中
（
２０
４５
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
７８
�０
５
�２
７
～
１９
９６
�１
１
�３
０

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－１

ウ
ク
ラ
イ
ナ

８０
�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
７８
�０
５
�２
８
～
１９
９１
�１
０
�１
１

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－２
８１

解
体
、
敷
地
除
染
修
復

（
２０
４６
～
２０
６５
年
）

安
全
貯
蔵
中
（
２０
４５
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
８２
�０
８
�２
７
～
２０
００
�１
２
�１
５

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－３
８２

�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
８４
�０
３
�２
６
～
１９
８６
�０
４
�２
６

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－４
８３

２０
７４
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０６
年
～
２０
１３
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

１６
６
�
�

１９
６２
�０
６
�１
２
～
１９
８９
�０
３
�３
１

バ
ー
ク
レ
－１

イ
ギ
リ
ス

８４
�
�
�

１６
６
�
�

１９
６２
�１
０
�２
０
～
１９
８８
�１
０
�２
６

バ
ー
ク
レ
－２

８５
８０
年
間（
２０
９５
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵
後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０６
年
～
２０
１５
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

１４
６
�
�

１９
６２
�０
７
�０
１
～
２０
０２
�０
３
�３
１

ブ
ラ
ッ
ド
ウ
ェ
ル

－１
８６

�
�
�

１４
６
�
�

１９
６２
�１
１
�１
２
～
２０
０２
�０
３
�３
０

ブ
ラ
ッ
ド
ウ
ェ
ル

－２
８７

８０
年
の
安
全
貯
蔵
期
間

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０６
年
～
２０
２６
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
５６
�１
０
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１
．

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－１
８８

�
�
�

６０
�
�

１９
５７
�０
２
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－２
８９

�
�
�

６０
�
�

１９
５８
�０
５
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－３
９０

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
４
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－４
９１

６５
年
間（
２０
８１
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵
後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
１９
９５
年
～
２０
１６
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

１７
３
�
�

１９
６４
�０
２
�０
５
～
１９
９０
�０
３
�３
０

ハ
ン
タ
ー
ス
ト
ン

－�
１

９２
�
�
�

１７
３
�
�

１９
６４
�０
７
�０
１
～
１９
８９
�１
２
�３
１

ハ
ン
タ
ー
ス
ト
ン

－�
２

９３
８０
年
間（
２０
９５
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵
後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０４
年
～
２０
１４
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２６
７
�
�

１９
６５
�０
３
�３
０
～
２０
００
�０
５
�２
３

ヒ
ン
ク
レ
ー
ポ
イ
ン
ト

－�
１

９４
�
�
�

２６
７
�
�

１９
６５
�０
５
�０
５
～
２０
００
�０
５
�２
３

ヒ
ン
ク
レ
ー
ポ
イ
ン
ト

－�
２

９５
未
定

未
定

未
定

�
�
�

２１
７
�
�

１９
６８
�０
４
�０
６
～
２０
１１
�０
６
�３
０

オ
ー
ル
ド
ベ
リ
ー
�
２

９６
２０
８８
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
１９
９５
年
～
２０
１２
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２３
．６
�
�

１９
６５
�０
３
�２
４
～
１９
９１
�０
２
�０
６

ト
ロ
ー
ス
フ
ィ
ニ
ッ
ド

－１
９７

�
�
�

２３
．６
�
�

１９
６５
�０
３
�２
４
～
１９
９１
�０
２
�０
４

ト
ロ
ー
ス
フ
ィ
ニ
ッ
ド

－２
９８

２１
０２
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０９
年
～
２０
１７
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２４
５
�
�

１９
６６
�０
３
�２
５
～
２０
０６
�１
２
�３
１

サ
イ
ズ
ウ
ェ
ル

－�
１

９９
�
�
�

２４
５
�
�

１９
６６
�０
９
�１
５
～
２０
０６
�１
２
�３
１

サ
イ
ズ
ウ
ェ
ル

－�
２

１０
０

２１
０２
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０９
年
～
２０
１７
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６５
�１
０
�２
８
～
２０
０６
�１
２
�３
１

ダ
ン
ジ
ネ
ス

－�
１

１０
１

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６５
�１
２
�３
０
～
２０
０６
�１
２
�３
１

ダ
ン
ジ
ネ
ス

－�
２

１０
２

２１
１６
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体
、
２１
２８
年
サ
イ

ト
解
放

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
１１
年
～
２０
１８
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－１
１０
３

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－２
１０
４

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－３
１０
５

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－４
１０
６



－　２７　－

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

２０
２４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

１４
�
�

１９
６２
�１
０
�０
１
～
１９
７７
�０
３
�０
１

ド
ン
レ
ー
�
�
�

イ
ギ
リ
ス

１０
７

２０
２４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

２５
０
�
�

１９
７６
�０
７
�０
１
～
１９
９４
�０
３
�３
１

ド
ン
レ
ー
�
�
�

１０
８

２０
２８
年

解
体
中

解
体
へ
変
更

�
�
�

３６
�
�

１９
６３
�０
２
�０
１
～
１９
８１
�０
４
�０
３

ウ
イ
ン
ズ
ケ
ー
ル
�
�
�
�

１０
９

２０
４２
年
へ
変
更

解
体
中
（
２０
１５
年
完
了
予
定
）

解
体
へ
変
更

�
�
�
�
�

１０
０
�
�

１９
６８
�０
１
�０
１
～
１９
９０
�０
９
�１
１

ウ
イ
ン
フ
リ
ス
�
�
�
�
�

１１
０

２０
０７
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

７１
�
�

１９
６５
�１
１
�０
１
～
１９
９７
�０
８
�２
９

ビ
ッ
グ
ロ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

ア
メ
リ
カ

１１
１

２０
１９
年
完
了
予
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

２４
�
�

１９
５７
�１
０
�１
９
～
１９
６３
�１
２
�０
９

�
�
バ
レ
シ
ト
ス

１１
２

２０
０９
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

１９
�
�

１９
６３
�１
２
�１
８
～
１９
６７
�０
１
�０
１

�
�
�
�

１１
３

２０
３６
年
完
了
予
定

安
全
貯
蔵
中
（
２０
０７
年
～
２０
２７
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２０
７
�
�

１９
６０
�０
７
�０
４
～
１９
７８
�１
０
�３
１

ド
レ
ス
デ
ン

－１
１１
４

１９
７４
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

２４
�
�

１９
６４
�０
７
�０
１
～
１９
６８
�０
２
�０
１

エ
ル
ク
リ
バ
ー

１１
５

２０
２５
年
予
定

解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

６５
�
�

１９
６６
�０
８
�０
５
～
１９
７２
�０
９
�２
２

エ
ン
リ
コ
・
フ
ェ
ル
ミ

－１
１１
６

未
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

２０
�
�

１９
６５
�０
１
�０
１
～
１９
９４
�０
９
�０
１

�
�
�
－Ⅱ

１１
７

７５
年
間
��
�
後
解
体

��
�
（
繭
化
）
方
式
の
安
全
貯
蔵
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

８６
０
�
�

１９
６６
�０
４
�０
１
～
１９
８８
�０
２
�０
１

ハ
ン
フ
ォ
ー
ド
�
原
子
炉

１１
８

１９
９７
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�
�

３４
２
�
�

１９
７９
�０
７
�０
１
～
１９
８９
�０
８
�２
９

フ
ォ
ー
ト
・
セ
ン
ト
・
ブ
レ
イ
ン

１１
９

２０
０７
年
完
了

サ
イ
ト
解
放

即
時
解
体

�
�
�

６０
３
�
�

１９
６８
�０
１
�０
１
～
１９
９６
�１
２
�０
５

ハ
ダ
ム
ネ
ッ
ク
（
�
・
�
）

１２
０

１９
６９
年
完
了

隔
離
中
（
１０
０
年
以
上
）

遮
へ
い
隔
離

そ
の
他

８４
�
�

１９
６３
�１
１
�０
１
～
１９
６４
�０
９
�０
１

ハ
ー
ラ
ム

１２
１

２０
１５
年
完
了
予
定

解
体
準
備
中
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　前報告から平成２３年１１月１０日までの外部機関委員会等への参加者は以下の通りである。

開催日時参加者氏名委員会等の名称外部機関名

８月８日泉田　龍男放射性廃棄物国際基準検討会
（独）原子力安全基
盤機構（����）

１０月２５日榎戸　裕二第１７回廃止措置検討会
（独）原子力安全基
盤機構（����）

９月１４日
９月２７日
１０月１０日

森　　久起環境回復検討会環境省

７月１５日森　　久起
第７回公開講座（講演）
「放射性廃棄物の観点からの下水
汚泥処理処分の課題」

一般社団法人
日本下水道施設業
協会主催

８月１９日森　　久起

一般廃棄物の焼却処理施設に係
る放射性物質を含む焼却灰等の
取扱いに関する研修会（講演）
「８０００�ｑ���を超える焼却灰の
保管作業従事者へのアドバイス」

千葉県柏市主催

１０月２７日森　　久起

平成２３年度「関東支部セミナ�　
（講演）
「放射性廃棄物の観点から下水道
管路維持の課題」

公益社団法人
日本下水道管路管
理業協会主催

１１月４日森　　久起
環境ビジネスセミナー（講演）
「放射能汚染対策の現状と今後の
展望」

環境新聞社・全国
環境ビジネス企業
連合会主催

１１月４日森　　久起
研究発表会（講演）
「放射性物質を含む廃棄物の対応
と課題」

廃棄物資源循環
学会主催

委員会等参加報告
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総務部から

１．人事異動
○職員
採用（１０月１日付）
　参事・企画部長 澁谷　　進

異動（１０月１日）
　解兼務（企画部長） 武田　準一

退職（１０月１４日付）
　物流システム事業準備室　技術部調査役 長谷川安茂
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